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規 則

〇知事の所掌事務に係る公文書等の管理に関する規則の一部を改正する規則の一部を改
正する規則 （法制文書課）……………………………………………………………………

訓 令

〇北海道取扱注意文書管理規程の一部を改正する訓令等の一部を改正する訓令
（法制文書課）…………………………………………………………………………………

告 示

〇騒音規制法に基づく規制地域等の指定の一部改正 （環境保全課）………………………
〇振動規制法に基づく特定工場等において発生する振動及び特定建設作業に伴って発生
する振動を規制する地域の指定の一部改正 （環境保全課）………………………………
〇悪臭防止法に基づく規制地域の指定の一部改正 （環境保全課）…………………………
〇有害興行の指定 （生活文化・青少年室）……………………………………………………
〇民生委員の定数及び民生委員協議会を組織する区域の一部改正 （地域福祉課）………
〇土地改良区の定款の変更の認可 （農業支援課）……………………………………………
〇土地改良区連合が行う土地改良事業の廃止の認可 （農業支援課）………………………
〇農業振興地域の指定の一部改正 （農地調整課）……………………………………………
〇道営土地改良事業計画の決定 （農業施設管理課）…………………………………………
〇道営土地改良事業変更計画の決定 （農業施設管理課）……………………………………
〇土地改良法による道営換地処分 （農業施設管理課）………………………………………
〇農林水産大臣権限に係る保安林の指定施業要件の変更の予定 （治山課）………………
〇道路の供用の開始 （道路整備課）……………………………………………………………
〇北海道収入証紙の元売りさばき人及び売りさばき人の指定の一部改正

（物品管理課）…………………………………………………………………………………
道企業管理規程

〇ポンテシオダム管理規程の一部を改正する規程……………………………………………
道警察本部告示

〇交番その他の派出所及び駐在所の名称、位置及び所管区の一部改正……………………

規 則

知事の所掌事務に係る公文書等の管理に関する規則の一部を改正する規則の一部を改正す
る規則を公布する。
平成 年２月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
北海道規則第 号

知事の所掌事務に係る公文書等の管理に関する規則の一部を改正する規則の一部を改
正する規則

知事の所掌事務に係る公文書等の管理に関する規則の一部を改正する規則（平成 年北海
道規則第 号）の一部を次のように改正する。
附則第３項中「北海道総合文書管理システム」を「出先機関に置かれる課（課に相当する
組織を含む。以下同じ。）又は課を置かない出先機関で、北海道総合文書管理システム」に、
「出先機関（以下単に「出先機関」を「もの（以下「システム対 外機関」に、「当該出先
機関」を「当該システム対 外機関」に改める。

附 則

この規則は、平成 年３月１日から施行する。

訓 令

北海道訓令第４号

本 庁
出 先 機 関

北海道取扱注意文書規程の一部を改正する訓令等の一部を改正する訓令を次のように定め
る。
平成 年２月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
北海道取扱注意文書規程の一部を改正する訓令等の一部を改正する訓令

（北海道取扱注意文書規程の一部を改正する訓令の一部改正）
第１条 北海道取扱注意文書規程の一部を改正する訓令（平成 年北海道訓令第 号）の一
部を次のように改正する。
附則第３項中「北海道総合文書管理システム」を「出先機関に置かれる課（課に相当す
る組織を含む。以下同じ。）又は課を置かない出先機関で、北海道総合文書管理システ
ム」に、「出先機関（保健福祉事務所保健福祉部社会福祉課を除く。以下単に「出先機
関」を「もの（以下「システム対 外機関」に、「当該出先機関」を「当該システム対
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外機関」に改める。
（北海道文書管理規程の一部を改正する訓令の一部改正）
第２条 北海道文書管理規程の一部を改正する訓令（平成 年北海道訓令第 号）の一部を
次のように改正する。
附則第４項中「総合文書管理システムの」を「出先機関に置かれる課（課に相当する組
織を含む。以下同じ。）又は課を置かない出先機関で、総合文書管理システムを」に、
「出先機関（保健福祉事務所保健福祉部社会福祉課を除く。以下単に「出先機関」を「も
の（以下「システム対 外機関」に、「当該出先機関」を「当該システム対 外機関」に
改める。
附則第５項中「出先機関」を「システム対 外機関」に、「総合文書管理システムの」
を「総合文書管理システムを」に改める。
（北海道公報発行取扱規程の一部を改正する訓令の一部改正）
第３条 北海道公報発行取扱規程の一部を改正する訓令（平成 年北海道訓令第 号）の一
部を次のように改正する。
附則第３項中「北海道総合文書管理システムを利用し難い事由のある出先機関」を「出
先機関に置かれる課（課に相当する組織を含む。以下同じ。）又は課を置かない出先機関
で、北海道総合文書管理システムを利用し難い事由のあるもの（以下「システム対 外機
関」という。）」に、「当該出先機関」を「当該システム対 外機関」に改める。

附 則

この訓令は、平成 年３月１日から施行する。

告 示

北海道告示第 号

昭和 年北海道告示第 号（騒音規制法に基づく規制地域等の指定）の一部を次のよう
に改正し、平成 年３月１日から施行する。ただし、「、端野町、留辺蘂町」の削除は平成
年３月５日から、「、栗沢町」の削除及び「 田町」を「洞爺湖町」に、「早来町」を

「安平町」に、「鵡川町」を「むかわ町」とする改正は平成 年３月 日から、「女満別
町」を「大空町」に、「静内町」を「新ひだか町」とする改正は平成 年３月 日から施行
する。
平成 年２月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
「、栗沢町」及び「、端野町、留辺蘂町」を削り、「女満別町」を「大空町」に、「 田

町」を「洞爺湖町」に、「早来町」を「安平町」に、「鵡川町」を「むかわ町」に、「門別
町」を「日高町」に、「静内町」を「新ひだか町」に改める。

備考 この告示により指定された地域であって従前から引き続き騒音規制法（昭和 年法
律第 号）第３条第１項の規定により指定されていたものに係る同法第 条第３項に
規定する「指定地域となつた日」は、当該地域が従前の規定により最初に指定地域と
なった日である。

北海道告示第 号

昭和 年北海道告示第 号（振動規制法に基づく特定工場等において発生する振動及び
特定建設作業に伴って発生する振動を規制する地域の指定）の一部を次のように改正し、平
成 年３月１日から施行する。ただし、「、端野町、留辺蘂町」の削除は平成 年３月５日
から、「、栗沢町」の削除及び「 田町」を「洞爺湖町」に、「早来町」を「安平町」に、
「鵡川町」を「むかわ町」とする改正は平成 年３月 日から、「女満別町」を「大空町」
に、「静内町」を「新ひだか町」とする改正は平成 年３月 日から施行する。
平成 年２月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
「、栗沢町」及び「、端野町、留辺蘂町」を削り、「女満別町」を「大空町」に、「 田

町」を「洞爺湖町」に、「早来町」を「安平町」に、「鵡川町」を「むかわ町」に、「門別
町」を「日高町」に、「静内町」を「新ひだか町」に改める。
備考 この告示により指定された地域であって従前から引き続き振動規制法（昭和 年法

律第 号）第３条第１項の規定により指定されていたものに係る同法第 条第３項に
規定する「指定地域となつた日」は、当該地域が従前の規定により最初に指定地域と
なった日である。

北海道告示第 号

平成元年北海道告示第 号（悪臭防止法に基づく規制地域の指定）の一部を次のように
改正し、平成 年 月 日から施行する。ただし、「、端野町、留辺蘂町」の削除は平成 年
月 日から、「、栗沢町」の削除及び「 田町」を「洞爺湖町」に、「早来町」を「安平
町」に、「鵡川町」を「むかわ町」とする改正は平成 年３月 日から、「女満別町」を
「大空町」に、「静内町」を「新ひだか町」とする改正は平成 年３月 日から施行する。

平成 年２月 日
北海道知事 高 橋 はるみ

「、栗沢町」及び「、端野町、留辺蘂町」を削り、「女満別町」を「大空町」に、「 田
町」を「洞爺湖町」に、「早来町」を「安平町」に、「鵡川町」を「むかわ町」に、「門別
町」を「日高町」に、「静内町」を「新ひだか町」に改める。
備考 この告示により指定された地域であって従前から引き続き悪臭防止法（昭和 年法

律第 号）第３条の規定により指定されていたものに係る同法第８条第３項に規定す
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る「指定地域となつた日」は、当該地域が従前の規定により最初に指定地域となった
日である。

北海道告示第 号

北海道青少年保護育成条例（昭和 年北海道条例第 号）第４条第１項の規定により、次
の興行を有害興行として指定する。
平成 年２月 日

北海道知事 高 橋 はるみ

北海道告示第 号

昭和 年北海道告示第 号（民生委員の定数及び民生委員協議会を組織する区域）の一
部を次のように改正し、平成 年３月１日から施行する。ただし、別表の１市の区域の表北
見市の項の改正規定並びに別表の２町村の区域の表端野町の項、留辺蘂町の項及び常呂町の
項を削る改正規定は同月５日から、同表枝幸町の項の改正規定、同表歌登町の項を削る改正
規定及び別表付表４を別表付表６とし、別表付表３の次に２表を加える改正規定（別表付表
３の次に別表付表４を加える部分に限る。）は同月 日から施行する。
平成 年２月 日

北海道知事 高 橋 はるみ

別表の２町村の区域の表枝幸町の項中「 」を「 」に、「枝幸町 一 円」を「付表４の
とおり」に改め、同表歌登町の項、端野町の項、留辺蘂町の項、常呂町の項及び大滝村の項
を削り、同表日高町の項中「 」を「 」に、「日高町 一 円」を「付表５のとおり」に改
め、同表門別町の項を削り、同表幕別町の項中「付表４」を「付表６」に改める。
別表付表４を別表付表６とし、別表付表３の次に次の２表を加える。
付表４

興行の
種 別 興 行 の 題 名 制作会社又は

配 給 会 社
指定の
範 囲 指 定 の 理 由

映 画 母の性教育 奥までちょうだい！ 新日本映

全 部

著しく粗 性を助長
し、性的感情を刺激
し、又は道義心を傷
つけるもの等であっ
て、青少年の健全な
育成を害するおそれ
があると認められる
ため

同 叔母と甥 れた恥 同
同 姉妹 乱な愛戯 新東宝映画
同 巨乳 わいせつ飼育 オーピー映画
同 新日本映 ニュ ス

（ 母の性教育 奥までちょうだい！）
新日本映

同 新日本映 ニュース（叔母と甥 れた恥 ） 同

別表の１市の区域の表北見市の項中「 人」を「 人」に、
「
第 同 相内町

西相内

「
第 同 相内町、東相内町、美園、豊田、

西相内、住吉、本沢、柏木、豊里

第 同 留辺蘂町旭１区、留辺蘂町旭北、
留辺蘂町旭公園、留辺蘂町旭３区、
留辺蘂町旭中央、留辺蘂町旭西、

」
を

留辺蘂町旭東、留辺蘂町旭南、留
辺蘂町東町、留辺蘂町泉、留辺蘂
町大富、留辺蘂町温根湯温泉、留
辺蘂町金華、留辺蘂町上町、留辺
蘂町川北、留辺蘂町厚和、留辺蘂
町栄町、留辺蘂町昭栄、留辺蘂町
滝の湯、留辺蘂町富岡、留辺蘂町
豊金、留辺蘂町仲町、留辺蘂町花
丘、留辺蘂町花園、留辺蘂町平里、
留辺蘂町富士見、留辺蘂町松山、
留辺蘂町丸山、留辺蘂町瑞穂、留
辺蘂町宮下町、留辺蘂町元町、留
辺蘂町大和

」

、東相内町、美園、豊田、
、住吉、本沢、柏木、豊里

第 同 端野町端野、端野町一区、端野町
二区、端野町三区、端野町川向、
端野町協和、端野町緋牛内、端野
町忠志、端野町豊実、端野町北登

第 同 常呂町字岐阜、常呂町字共立、常
呂町字栄浦、常呂町字常呂、常呂
町字土佐、常呂町字富丘、常呂町
字豊川、常呂町字登、常呂町字東
浜、常呂町字日吉、常呂町字福山、
常呂町字吉野

に改め、同表伊達市の項中「 人」を「 人」に、
「
伊達市民生委
員協議会

伊達市一円

」

を

「

」

に改める。
伊達地区民生
委員協議会

伊達市のうち大滝地区民生委員協
議会を組織する区域を除く区域

大滝地区同 大滝区
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付表５

北海道告示第 号

土地改良法（昭和 年法律第 号）第 条第２項の規定により、平成 年２月 日、東
和土地改良区の定款の変更を認可した。
平成 年２月 日

北海道知事 高 橋 はるみ

北海道告示第 号

土地改良法（昭和 年法律第 号）第 条において準用する同法第 条第１項の規定に
より、平成 年２月 日、雨竜川土地改良区連合の行う土地改良（維持管理）事業の廃止を
認可した。
平成 年２月 日

北海道知事 高 橋 はるみ

北海道告示第 号

昭和 年北海道告示第 号（農業振興地域の指定）等の一部を次のように改正し、平成
年３月１日から施行する。
その農業振興地域の区域を表示した図面は、北海道農政部農地調整課及び関係支庁に備え
置いて縦覧に供する。
平成 年２月 日

北海道知事 高 橋 はるみ

１ 昭和 年北海道告示第 号のうち、門別地域の事項を削り、伊達地域の事項を次のよ
うに改める。
伊達地域
伊達市の区域のうち、図面（第 号）の赤色で着色した部分（都市計画法で定める市街

化区域（平成 年北海道告示第 号により変更告示された後の市街化区域）及び用途地
域（平成６年北海道告示第 号により変更告示された後の用途地域）、自然公園法で定
める支笏洞爺国立公園の特別保護地区、コロニ 太陽の園の区域、国有林野の区域（後志
森林管理署管轄区域の （へ、と及びり小班の区域に限る。）及び 林班の区域を除
く。）、後志胆振地域森林計画の伊達市有林野の 、 、 及び 林班の区域、後志胆振
地域森林計画の伊達市の民有林野の 、 、 （５から８まで及び から までの小班の
区域に限る。）、 （ 、 から まで、 から まで及び から までの小班の区域に
限る。）、 、 及び 林班の区域、後志胆振地域森林計画の大滝村有林野の区域、後志
胆振地域森林計画の壮 町有林野の区域並びに後志胆振地域森林計画の大滝村の民有林野
の１（ から まで、 から まで及び から までの小班の区域に限る。）、２から
まで、 から まで、 から まで、 （５から８まで、 及び 小班の区域に限る。）、
から まで、 （ から までの小班の区域に限る。）、 から まで、 （ から
まで及び から までの小班の区域に限る。）、 （ から まで、 から まで、 及
び から までの小班の区域に限る。）、 （７小班の区域に限る。）、 、 、
（１から５までの小班の区域を除く。）、 （１から４まで、６及び９小班の区域を除
く。）、 （２小班の区域を除く。）、 （１、 、 、 及び から までの小班の区
域を除く。）、 （１から まで、 から まで及び 小班の区域に限る。）、 、 、
（１から までの小班の区域に限る。）、 （３から まで、 から まで、 から
まで及び から までの小班の区域に限る。）及び から までの林班の区域）に該当す
る区域を除いた区域
２ 昭和 年北海道告示第 号のうち、大滝地域の事項を削り、日高地域の事項を次のよ
うに改める。
日高地域
日高町の区域のうち、図面（第 号）の赤色で着色した部分（都市計画法で定める用途

地域、防衛庁所管の土地（自衛 駐とん地）の区域、国有林野の区域、日高地域森林計画
の日高町有林野の から まで、 、 、 及び 林班の区域、日高地域森林計画
の日高町の民有林野の 林班の区域、日高地域森林計画の門別町有林野の から まで、
から まで、 、 、 、 から まで、 から まで、 、 、 、 、
から まで、 から まで、 及び 林班の区域並びに日高地域森林計画の門別

町の民有林野の （ から まで、 、 、 、 、 及び 小班の区域に限る。）、
（１、２、６から まで、 から まで、 から まで、 から まで、 及び 小班の

民生委員協議会の名称 民生委員協議会を組織すべき区域

日高区民生委員協議会 本町東、本町西、栄町東、栄町西、新町、松風町、宮下町、
山手町、若葉町、字千栄、字日高、字富岡、字三岩

門別区民生委員協議会 富川東、富川西、富川南、富川北、富川駒丘、字平賀、字
富浜、字福満、字 町、門別本町、字旭町、字幾千世、字
庫富、字広富、字豊郷、字清畠、字賀張、字厚賀町、字美
原、字豊田、字正和、字三和

民生委員協議会の名称 民生委員協議会を組織すべき区域

枝幸地区民生委員協議会 枝幸町のうち歌登地区民生委員協議会を組織する区域を除
く区域

歌登地区民生委員協議会 歌登
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区域に限る。）、 、 （１から６まで及び から までの小班の区域に限る。）、
（６、８から まで、 から まで、 及び 小班の区域に限る。）、 （２、 、 、
及び から までの小班の区域に限る。）、 から まで、 （１から３まで、８から
まで、 及び 小班の区域に限る。）、 （３から まで及び から までの小班の区

域に限る。）、 （１から９まで及び から までの小班の区域に限る。）、 （１小班
の区域に限る。）、 （１小班の区域に限る。）、 から まで、 、 から まで、
から まで、 から まで、 、 、 から まで、 （１から５まで、７、

８、 から まで、 から まで及び から までの小班の区域に限る。）、 （６か
ら まで、 、 及び から までの小班の区域に限る。）、 （１から４まで及び
から までの小班の区域に限る。）、 、 （ から までの小班の区域に限る。）、
、 、 （６、 から まで及び 小班の区域に限る。）、 （２から９までの小

班の区域に限る。）、 、 、 、 、 、 （３から５まで、７から まで、 、
、 から まで、 、 、 、 、 から まで、 から まで、 から まで、 、
、 、 から まで、 及び 小班の区域並びに字賀張 番地の 及び の区域を除

く。）、 （２、３及び 小班の区域並びに字賀張 番地の 、 及び の区域を
除く。）、 から まで、 、 から まで、 から まで、 から まで、
から まで、 から までの林班の区域）に該当する区域を除いた区域

北海道告示第 号

土地改良法（昭和 年法律第 号）第 条第１項の規定により、次の地区について道営
土地改良事業の土地改良事業計画を定めた。
その関係書類は、平成 年３月１日から 日間、一般の縦覧に供する。
なお、この計画については、同条第６項の規定に基づき、縦覧期間満了の日の翌日から起
算して 日以内に北海道知事に異議申立てをすることができる。
また、同条第７項の規定による決定に不服がある者は、同条第 項の規定に基づき、北海

道を被告として、決定があったことを知った日の翌日から起算して６月以内に当該決定の取
消しの訴えを提起することができる。
平成 年２月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
地 区 名 事 業 の 種 類 縦 覧 場 所
美 瑛 地域水田農業支援緊急整備［緊急整備型］（暗きょ、区画整理、客土、農業用用排水、農 北海道上川支庁

用地造成、除れき）
和 寒 中 央 地域水田農業支援緊急整備［緊急整備型］（暗きょ、区画整理、客土、除れき） 同
名 寄 同 （暗きょ、区画整理、客土、農業用用排水） 同
士 別 同 （暗きょ、区画整理、農業用用排水、除れき） 同
南 剣 淵 同 （暗きょ、区画整理、客土、農業用用排水） 同

北海道告示第 号

土地改良法（昭和 年法律第 号）第 条の３第１項の規定により、次の地区について
道営土地改良事業の土地改良事業変更計画を定めた。
その関係書類は、平成 年３月１日から 日間、一般の縦覧に供する。
なお、この変更計画については、同条第６項において準用する同法第 条第６項の規定に

基づき、縦覧期間満了の日の翌日から起算して 日以内に北海道知事に異議申立てをするこ
とができる。
また、同条第７項の規定による決定に不服がある者は、同条第 項の規定に基づき、北海

道を被告として、決定があったことを知った日の翌日から起算して６月以内に当該決定の取
消しの訴えを提起することができる。
平成 年２月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
地 区 名 事 業 の 種 類 縦 覧 場 所
土 佐 第 ２ 畑地帯総合整備［担い手支援型（単独土層改良）］（暗きょ、土層改良） 北海道網走支庁
女 満 別 畑地帯総合整備［担い手育成型］（農業用用排水、農道、土層改良、暗き 同

ょ、区画整理、農用地造成）

北海道告示第 号

土地改良法（昭和 年法律第 号）第 条の２第９項の規定により、次の地区の換地処
分をした。
平成 年２月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 奈井江町京極地区
２ 栗沢町小西地区
３ 幌加内町幌里東地区
４ 新十津川町吉沢地区

北海道告示第 号

農林水産大臣から、次のように保安林の指定施業要件を変更する予定である旨、森林法
（昭和 年法律第 号）第 条の３において準用する同法第 条の規定による通知があっ
た。
平成 年２月 日

北海道知事 高 橋 はるみ

東 神 楽 同 （暗きょ、客土、農業用用排水） 同
瑞 生 経営体育成基盤整備（区画整理、農業用用排水、客土、暗きょ） 同
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１ 指定施業要件変更予定保安林
の所在場所

瀬棚郡今金町・久遠郡せたな町（以上２町について
次の図に示す部分に限る。）

保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法

次の森林については、主伐は、択伐による。
今金町（次の図に示す部分に限る。）
その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
２ 指定施業要件変更予定保安林

の所在場所
瀬棚郡今金町・久遠郡せたな町（以上２町について
次の図に示す部分に限る。）

保安林として指定された目的 土砂の崩壊の防備
変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法

主伐は、択伐による。
主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立 木 の 伐 採 の 限 度 次のとおりとする。
３ 指定施業要件変更予定保安林

の所在場所
久遠郡せたな町（国有林。次の図に示す部分に限
る。）

保安林として指定された目的 風害の防備
変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法

主伐は、択伐による。
主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立 木 の 伐 採 の 限 度 次のとおりとする。
４ 指定施業要件変更予定保安林 爾志郡乙部町（国有林。次の図に示す部分に限る。）

の所在場所
保安林として指定された目的 潮害の防備

変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法

主伐は、択伐による。
主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立 木 の 伐 採 の 限 度 次のとおりとする。
５ 指定施業要件変更予定保安林 赤平市（次の図に示す部分に限る。）

の所在場所
保安林として指定された目的 水源のかん養
変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法

主伐に係る伐採種は、定めない。
主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立 木 の 伐 採 の 限 度 次のとおりとする。
６ 指定施業要件変更予定保安林

の所在場所
赤平市・ 別市（以上２市について次の図に示す部

分に限る。）
保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法

次の森林については、主伐は、択伐による。
赤平市・ 別市（以上２市について次の図に示す部分に限る。）
その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
７ 指定施業要件変更予定保安林

の所在場所
士別市（国有林。次の図に示す部分に限る。）、士

別市（次の図に示す部分に限る。）
保安林として指定された目的 水源のかん養
変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法

主伐に係る伐採種は、定めない。
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主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
８ 指定施業要件変更予定保安林 空知郡南富良野町（次の図に示す部分に限る。）

の所在場所
保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法

主伐は、択伐による。
主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立 木 の 伐 採 の 限 度 次のとおりとする。
９ 指定施業要件変更予定保安林 空知郡南富良野町（次の図に示す部分に限る。）

の所在場所
保安林として指定された目的 土砂の崩壊の防備
変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法

主伐は、択伐による。
主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立 木 の 伐 採 の 限 度 次のとおりとする。
指定施業要件変更予定保安林 沙流郡平取町（次の図に示す部分に限る。）
の所在場所
保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法

次の森林については、主伐は、択伐による。
平取町（次の図に示す部分に限る。）
その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立 木 の 伐 採 の 限 度 次のとおりとする。
指定施業要件変更予定保安林
の所在場所

河東郡上士幌町（国有林。次の図に示す部分に限
る。）、上士幌町（次の図に示す部分に限る。）

保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法

次の森林については、主伐は、択伐による。
上士幌町（国有林）、上士幌町（次の図に示す部分に限る。）
その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を北海道水産林務部
治山課並びに関係市役所及び町役場に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第 号

道路法（昭和 年法律第 号）第 条第２項の規定により、次の道路の供用を開始する。
その関係図面は、北海道建設部道路整備課及び北海道室蘭土木現業所に備え置いて、告示
の日から２週間、一般の縦覧に供する。
平成 年２月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供 用 開 始 の 期 日
道道 米原田浦線 勇払郡鵡川町字米原 番３地先から 平成 時

勇払郡鵡川町字春日 番地先まで

北海道告示第 号

昭和 年北海道告示第 号（北海道収入証紙の元売りさばき人及び売りさばき人の指
定）の一部を次のように改正する。
平成 年２月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
２ 売りさばき人の項北ひびき農業協同組合の事項中「同 和寒基幹支所」の
次に次の１事項を加える。
同 剣淵基幹支所
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道 企 業 管 理 規 程

北海道企業管理規程第１号
ポンテシオダム管理規程の一部を改正する規程を次のように定める。
平成 年２月 日

北海道公営企業管理者 梶 本 孝 博
ポンテシオダム管理規程の一部を改正する規程

ポンテシオダム管理規程（昭和 年北海道企業管理規程第２号）の一部を次のように改正
する。
第２条第１項中「１人」を「１名」に改める。
別表第１摘要欄中「 ３ 」を「 」に、「

２ 」を「 」に、「 」を「
」に、「 」を「 」に、「

」を「 」に、「 」を「 」
に、「 」を「 」に、「 」を
「 」に、「 」を「 」に改め
る。
別表第２スピーカーの位置覧中「 ２番地」を「 １番地」に、「 番
地」を「 番地」に、「 １番地」を「 ７番地」に改める。

附 則
この規程は、公布の日から施行する。

道 警 察 本 部 告 示

北海道警察本部告示第 号
交番その他の派出所及び駐在所の名称、位置及び所管区（昭和 年北海道警察本部告示第
号）の一部を次のように改正し、平成 年３月１日から施行する。
平成 年２月 日

北海道警察本部長 口 建 史
別表札幌方面伊達警察署の項中

「
大 滝 同 大滝村

字本町 番１ 同 大滝村
」
を

「
大 滝 伊達市大滝区

本町 番地１ 伊達市大滝区
」
に改め、同表札幌方

面門別警察署の項中
「

本 町
沙流郡門別町
字本町 番
地

沙流郡門別町字本町、字 町、字庫
富、字広富、字旭町、字幾千世、字豊
郷、字清畠及び字賀張

厚 賀
同
字厚賀町
の１

同 字厚賀町、字美原、字豊
田、字正和及び字三和

富 川
同
富川南２丁目
１番５号

同 字富川町、字福満、字富浜及び
字平賀

平 取
同
平取町本町
番地２

同 平取町本町、字紫雲古津、字去
場、字荷菜、字小平、字二風谷及び字
川向

荷 負
同
字荷負 番地
５

同 字荷負、字貫気別、字生
芽及び字旭

」

「

本 町
沙流郡日高町
門別本町
番地の２

沙流郡日高町門別本町、字 町、字庫
富、字広富、字旭町、字幾千世、字豊
郷、字清畠及び字賀張

厚 賀
同
字厚賀町
番地の６

同 字厚賀町、字美原、字豊
田、字正和及び字三和

富 川
同
富川南２丁目
１番５号

同 富川東及び富川南の１丁
目から６丁目まで、富川西１丁目から
丁目まで、富川北１丁目から７丁目

まで、富川駒丘、字福満、字富浜並び
に字平賀

平 取 同 平取町
本町 番地１

同 平取町本町、字紫雲古津、字去
場、字荷菜、字小平、字二風谷及び字
川向

荷 負
同
字荷負 番地
５

同 字荷負、字貫気別、字芽
生、字旭及び字長知内

」

を

に、
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「
日 高 同 日高町

字日高 同 日高町
」
を

「

日 高
同 日高町
本町東２丁目
番地の１

同 日高町山手町、本町東、本町
西、宮下町及び新町の１丁目から３丁
目まで、松風町、栄町東、栄町西及び
若葉町の１丁目及び２丁目、字千栄、
字日高、字富岡並びに字三岩

」

に改める。
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